
令和５年度「愛媛県障がい者活躍推進計画」に基づく取組の実施状況 

 

 

〇知事部局・人事委員会事務局・議会事務局・監査事務局 

評価年度 令和５年度 

目標に対する達成度 （１） 採用に関する目標（法定雇用率以上の障がい者を雇用） 

知事部局※実雇用率 2.86％（令和５年６月１日現在） 

※議会事務局を含む。 

人事委員会事務局・監査事務局は、雇用義務なし。 

（２） 定着に関する目標 

     本人の希望や個人的な事情以外の不本意な離職を生じさせない

よう努めた。離職時には可能な範囲で退職理由を確認した。 

（３） 満足度に関する目標（令和６年度までに８０％以上を維持） 

 実績：86.1％ 

※障がいのある職員を対象に実施する「職場等の満足度に関す

るアンケート調査」の調査項目のうち「本県に就職し、現在

働いていることについての全体評価」で満足・やや満足と回

答する職員の割合 

取組内容の実施状況 

（主な概要） 

（１） 障がい者の活躍を推進する体制整備 

 〇組織面 

障害者雇用推進者を選任。障がいのある職員を構成員に含めた「障

がい者雇用推進チーム」を設置し、会議を２回開催して本計画に基づ

く内容について協議した。 

知事部局では、障害者職業生活相談員の複数名配置、障がいのある

職員や職場からの相談に応じる窓口の設置など気軽に相談できる体

制を複数整備している状況を継続し、職員に広く周知した。 

 〇人材面 

   愛媛労働局主催の「障害者職業生活相談員認定講習」を２人が受講

し、障害者職業生活相談員等の専門知識の向上に努めた。各所属の管

理職を対象に「障がい者雇用理解促進セミナー」を開催し、障がいに

関する理解を深めた。 

（２） 障がい者の活躍を推進するための合理的配慮の実施 

〇職場環境 

第二別館取り壊しのため、一時的に出入口が変わり、段差が発生し

ていたが、取り壊しに必要な作業が終了し、段差が解消された。また、

トイレを洋式化するとともに庁舎内の照明を順次 LED に取り換える

など、バリアフリー化を進めている。 

物理的な職場環境に対する障がいのある職員からの具体的意見は、

庁舎管理担当課に情報提供。 

人事課担当者が、障がいのある職員及び所属管理職に対する採用後



面談を実施し、職場の状況や困りごと等について確認し、必要に応じ

て対応した。 

〇採用 

   積極的かつ計画的な採用を進め、受験時においては、可能な範囲で

合理的配慮を実施した。 

〇その他の制度や人事管理等 

  各所属の管理職は、コミュニケーションアップ面談等を通じて、必

要な配慮事項や業務とのマッチングについて確認し、継続的に必要な

対応を可能な範囲で行っている。 

また、面談等で活用することを想定し、障がいのある職員と職場双

方の理解促進を図るための「意見交換シート」や、障がいのある職員

を対象とした休暇制度などの「取組・制度一覧」を周知した。 

（３） その他          

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律（障害者優先調達推進法）」の規定に基づき、障害者就労施設等

からの調達に努めた。研修会も活用し、各所属に対する優先調達に係

る意識啓発を行った。 

「目標に対する達成度」

及び「取組内容の実施状

況」に対する点検結果 

〇採用に関する目標等を達成している。 

満足度に関する目標については、目標値はもちろん高い水準を維持で

きるよう、引き続き障がい者雇用に関する取組を進める。 

〇取組内容の実施状況についても適切に対応している。 

計画の見直し・修正 ○制度改正等による時点修正を予定。 

 

 


